
国民経済計算体系的整備部会におけるタスクフォースの運営について（案） 

 

平 成 3 1 年 １ 月 2 5 日 

国民経済計算体系的整備部会 

 

国民経済計算体系的整備部会（以下、「部会」という。）の下にあるタスクフォース

（以下「ＴＦ」という。）は、平成30年３月22日の部会において、「国民経済計算体系

的整備部会におけるタスクフォースの設置について」並びに「国民経済計算体系的整

備部会におけるＳＵＴタスクフォースの改組について」及び「国民経済体系的整備部

会におけるＱＥタスクフォースの設置について」により設置された。 

また、これらのＴＦの運営については、改組前のＳＵＴ－ＴＦにおける運営方針「Ｓ

ＵＴタスクフォースの設置について」（平成29年５月30日部会、参考１）を便宜的に継

続してきたところ。 

もっとも、ＴＦ運営規則を明確にし、また両ＴＦの目的に鑑み議論の経緯を詳細に

明らかにする観点から（注１）、その運営規則を別紙１の４．及び別紙２の４．のとお

り変更し、従前の議事概要に加え議事録も公表することとする。 

 なお、議事録の公表は、準備が整ったものから順に平成30年３月22日の部会決定時

点にまで遡って実施する（注２）。 

（注１）改組前のＳＵＴ－ＴＦは、公的統計の整備に関する基本的な計画（平成30年

３月６日閣議決定。以下「第Ⅲ期基本計画」という。）における関連事項の取扱い

等を審議するために設置された。基本計画に係る審議に関しては、旧基本計画部

会の下に設置されたワーキンググループと同様に、 

① 審議課程において委員による中立的な立場からの議論をより確実に担保する 

② 審議の結論は「第Ⅲ期基本計画」という単一の最終成果物に昇華する 

③ 「第Ⅲ期基本計画」では、具体的な課題とともに、その背景となっている大

きな方向性・考え方も詳述される 

の３点に鑑み、議事録の公表に代えて議事概要を公表する扱いとした。 

一方、現在のＳＵＴ－ＴＦ及びＱＥ－ＴＦでは、実施時期等が異なる多くの課

題を並行して審議しているため、単一の最終成果物が取りまとめられるわけでは

ない。また優れて技術的な内容も多く、最終的に選択された手法の内容とともに、

その選択に至った検討経緯を事後的に確認する必要が生じることも十分に考えら

れる。こうした確認に際して、議事録は有用と考えられる。 

（注２）具体的には以下の範囲 

ＳＵＴ－ＴＦ：第９回（平成30年６月18日）～12回（平成31年１月23日） 

ＱＥ－ＴＦ ：第１回（平成30年６月25日）～３回（平成30年11月21日） 

  

資料３ 



国民経済計算体系的整備部会におけるＳＵＴタスクフォースの運営について 

 

平 成 3 1 年 １ 月 2 5 日 

国民経済計算体系的整備部会 

 

１．設置の目的 

改組前のＳＵＴタスクフォースは、関連する基礎統計の改善も含め第Ⅲ期公的統

計の整備に関する基本的な計画における取り扱い等を効率的・集中的に審議するこ

とを目的として設置された（平成29年５月30日）ところ、平成30年３月、同計画が

閣議決定されたことを踏まえ、「国民経済計算体系的整備部会におけるタスクフォ

ースの設置について」（平成30年３月22日国民経済計算体系的整備部会）に基づき、

従前のものに代わりＳＵＴタスクフォースを次のとおり設置する。 

ＳＵＴタスクフォースの扱う事項を、以下の２点とする。 

・産業連関表の供給・使用表（ＳＵＴ）体系への移行並びにそれを踏まえた国民経

済計算及び関連する基礎統計の改善に係る課題 

・上記に係る関連府省の作業状況のフォローアップ 

 

２．審議スケジュール 

  当面、ＴＦ会合を概ね３か月に２回程度開催することとし、また、適宜の時点を

捉えて委員会や部会に状況等を報告する。 

 

３．構成員 

（１）ＴＦ座長、座長代理、所属する委員及び専門委員は、以下のとおりとする。 

座長    中村 洋一（国民経済計算体系的整備部会長代理） 

座長代理  宮川 努（国民経済計算体系的整備部会長） 

河井 啓希 

川﨑 茂 

西郷 浩 

菅 幹雄 

宮川 幸三 

（２）ＴＦ座長は、その構成員以外の委員、臨時委員、専門委員及び審議協力者の参

加を求めることができる。 

 

４．その他、ＴＦの運営については、「統計委員会運営規則」（平成19年10月５日統計

委員会決定）第三条、第四条、第五条及び第八条の規定（第三条第三項の規定を除

く。）を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「タス

クフォース」と、「委員長」とあるのは「座長」と読み替えるものとする。 

資料３ 別紙１ 



国民経済計算体系的整備部会におけるＱＥタスクフォースの運営について 

 

平 成 3 1 年 １ 月 2 5 日 

国民経済計算体系的整備部会 

 

１．設置の目的 

四半期別ＧＤＰ速報推計（ＱＥ）に関しては、第Ⅲ期公的統計の整備に関する基

本的な計画において、基礎統計や推計方法に関する短期的および中長期的な課題が

多く掲げられている。これらについてはいずれも専門的見地からの検討が不可欠で

ある。このため、「国民経済計算体系的整備部会におけるタスクフォースの設置につ

いて」（平成30年３月22日国民経済計算体系的整備部会）に基づき、上記の課題を効

率的に審議することを目的として、ＱＥタスクフォースを設置する。 

 

２．審議スケジュール 

  当面、ＴＦ会合を概ね３か月に１回程度開催することとし、また、適宜の時点を

捉えて委員会や部会に状況等を報告する。 

 

３．構成員 

（１）ＴＦ座長、座長代理、所属する委員並びに臨時委員及び専門委員は、以下のと

おりとする。 

座長    山澤 成康 

座長代理  宮川 努（国民経済計算体系的整備部会長） 

北村 行伸 

西郷 浩 

関根 敏隆 

中村 洋一（国民経済計算体系的整備部会長代理） 

小巻 泰之 

斎藤 太郎 

新家 義貴 

（２）ＴＦ座長は、その構成員以外の委員、臨時委員・専門委員及び審議協力者の参

加を求めることができる。 

 

４．その他、ＴＦの運営については、「統計委員会運営規則」（平成19年10月５日統計

委員会決定）第三条、第四条、第五条及び第八条の規定（第三条第三項の規定を除

く。）を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「タス

クフォース」と、「委員長」とあるのは「座長」と読み替えるものとする。 

 

資料３ 別紙２ 



ＳＵＴタスクフォースの設置について 

 

平 成 2 9 年 ５ 月 3 0 日 

国民経済計算体系的整備部会 

 

「「公的統計の整備に関する基本的な計画」に関する審議方針」（平成 29 年２月 23

日 統計委員会）（以下「審議方針」という。）に基づき、以下のとおり、国民経済計

算体系的整備部会の下にＳＵＴタスクフォース（以下「ＴＦ」という。）を設置する。 

 

１．設置の目的 

統計改革推進会議（平成 29年５月 19日）において、ＧＤＰ統計の基準年推計の

改善に向け産業連関表の供給・使用表（ＳＵＴ）体系への移行が提言されたことな

どを踏まえ、産業連関表のＳＵＴ体系への移行及びＧＤＰ統計の改善に係る課題等

について、関連する基礎統計の改善も含め、基本的な方針、次期基本計画における

取り扱い等を、効率的・集中的に審議する。 

 

２．構成員 

（１）ＴＦ座長、座長代理、所属する委員は、以下のとおりとする。 

 

座長    宮川 努（国民経済計算体系的整備部会長） 

座長代理  中村 洋一（国民経済計算体系的整備部会長代理） 

川﨑 茂 

西郷 浩 

 

（２）ＴＦ座長は、その所属する委員以外の委員、臨時委員・専門委員及び審議協力

者の参加を求めることができる。 

 

３．審議スケジュール 

  当面、ＴＦ会合を概ね月１～２回程度開催し、以下のスケジュールで審議を行な

う。 

 

  ６月 検討課題の整理、審議予定の確認等 

  ７月 関係府省等からの報告、委員からの意見提示等 

  ８月 次期基本計画における基本的な考え方を取りまとめ、国民経済計算体系的

整備部会に報告 

 

４．その他、ＴＦの運営については、審議方針の「（別添）基本計画部会ワーキンググ

ループの運営について」を準用する。 

資料３ 参考１（案とれ） 
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統計委員会運営規則 
平成１９年１０月５日 

統 計 委 員 会 決 定 

改正 平成２８年４月２６日 
改正 平成３０年６月２９日 
改正 平成３０年９月２８日 

 

（総則） 

第一条 統計委員会（以下「委員会」という。）の議事の手続その他委員会の運営に関

し必要な事項は、統計法（平成十九年法律第五十三号）及び統計委員会令（平成十

九年政令第三百号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 

（開催） 

第二条 委員会は、毎月一回開催することを例とするほか、必要に応じて臨時に開催

できるものとする。 

 

（会議への出席） 

第三条 委員長は、幹事を委員会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせるこ

とができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国又は地方公共団体の統計主管部課の長その他の委員

長が議事に関係があると認めた者は、会議に出席することができる。ただし、出席

者は、委員長の許可を得なければ発言することができない。 

３ 議事に関係のある臨時委員は、委員会に出席することができない場合において、

委員長の承認を受けたときは、委員会において文書によりその意見を表明し、又は

議決に参加することができる。この場合において、当該臨時委員は会議に出席があ

ったものとみなす。 

 

（委員会の公開） 

第四条 委員会は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委
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員会に諮って、委員会を非公開とすることができる。 

 

（議事録） 

第五条 委員長は、議事の経過について、議事録を作成して委員会に報告するものと

する。 

２ 議事録は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会

に諮って、議事録を非公開とすることができる。 

３ 委員会の資料については、審議の途中にあるものその他公開することにより公平

かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある等相当の理由があると委員長

が認めるものを除き、公開するものとする。 

 

 （評価分科会の運営） 

第六条 前三条の規定（第三条第三項の規定を除く。）は、評価分科会（以下「分科会」

という。）の議事について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」

とあるのは「分科会」と、「委員長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会

に諮って定める。 

 

（部会の運営） 

第七条 第三条から第五条までの規定（第三条第三項の規定を除く。）は、部会の議事

について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部

会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、部会長は、委員会（分科会に置かれる部会にあっては、

分科会）が定めるところにより、書面による議決が認められる場合には、事案の概

要を記載した書面を部会に所属する委員及び臨時委員に送付し、その意見を徴し又

は賛否を問い、その結果をもって部会の議決に代えることができる。 

３ 前二項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮
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って定める。 

 

（委任規定） 

第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 




